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内

閣

府

、

総

務

省

、

財

務

省

、

〇
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
告
示
第

号

経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
環
境
省

生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
生
産
性
の
向
上
に
特
に
資

す
る
も
の
と
し
て
主
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
同
法
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
六
月
六
日
）
か
ら
施
行

す
る
。平

成
三
十
年
六
月
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

野
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聖
子

財
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大
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文
部
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厚
生
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働
大
臣
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農
林
水
産
大
臣

齋
藤

健

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一
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環
境
大
臣

中
川

雅
治

生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
生
産
性
の
向
上
に
特
に
資
す
る
も
の
と
し
て
主
務
大
臣
が
定

め
る
基
準

生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
生
産
性
の
向
上
に
特
に
資
す
る
も
の

と
し
て
主
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
同
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
革
新
的
デ
ー
タ
産
業
活
用
が

、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

の
例
に
よ
る
。

１

革
新
的
デ
ー
タ
産
業
活
用
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
機
械
及
び
装
置
、
器
具
及
び
備
品
並
び
に
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
（
以
下
「

設
備
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
課
税
の
特
例
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

一

デ
ー
タ
連
携
の
た
め
に
必
要
と
な
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
新
設
又
は
増
設
を
す
る
こ
と
（
当
該
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
組
み
込

ま
れ
た
機
械
及
び
装
置
又
は
器
具
及
び
備
品
の
取
得
又
は
製
作
を
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
と
な
る
革
新
的
デ
ー
タ
産
業
活

用
計
画
（
以
下
「
計
画
」
と
い
う
。
）
に
必
要
な
も
の
と
し
て
取
得
又
は
製
作
を
す
る
機
械
及
び
装
置
、
器
具
及
び
備
品

並
び
に
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
で
あ
る
こ
と
。
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二

計
画
に
基
づ
き
、
新
た
に
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第

四
十
三
号
）
第
二
十
七
条
の
四
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
試
験
研
究
に
係
る
資
産
で
な
い
こ
と
。

三

機
械
及
び
装
置
に
つ
い
て
は
、
革
新
的
デ
ー
タ
産
業
活
用
の
対
象
と
な
る
デ
ー
タ
の
継
続
的
か
つ
自
動
的
な
収
集
を
行

う
も
の
又
は
革
新
的
デ
ー
タ
産
業
活
用
に
よ
る
分
析
を
踏
ま
え
た
生
産
、
販
売
そ
の
他
の
事
業
活
動
に
対
す
る
継
続
的
な

指
示
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

主
と
し
て
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
、
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
業
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
業
に
該
当
す
る
事
業
の

用
に
供
す
る
機
械
及
び
装
置
、
器
具
及
び
備
品
並
び
に
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
で
な
い
こ
と
。

２

デ
ー
タ
の
安
全
管
理
の
措
置
に
関
し
て
、
情
報
処
理
安
全
確
保
支
援
士
（
情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

五
年
法
律
第
九
十
号
）
第
十
五
条
の
登
録
を
受
け
た
情
報
処
理
安
全
確
保
支
援
士
を
い
う
。
以
下
こ
の
２
に
お
い
て
同
じ
。

）
が
、
革
新
的
デ
ー
タ
産
業
活
用
に
関
す
る
指
針
（
平
成
三
十
年
総
務
省
・
経
済
産
業
省
告
示
第

号
）
第
一
の
二
に

基
づ
く
対
応
が
取
ら
れ
る
こ
と
を
担
保
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和

三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
条
第
八
項
第
五
号
に
規
定
す
る
中
小
事
業
者
、
同
法
第
四
十
二
条
の
四
第
三
項
に
規
定

す
る
中
小
企
業
者
等
又
は
同
法
第
六
十
八
条
の
九
第
八
項
第
五
号
に
規
定
す
る
中
小
連
結
法
人
に
よ
る
申
請
の
場
合
は
、
情
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報
処
理
安
全
確
保
支
援
士
又
は
Ｉ
Ｔ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
が
、
革
新
的
デ
ー
タ
産
業
活
用
に
関
す
る
指
針
第
一
の
二
に
基
づ
く

対
応
が
取
ら
れ
る
こ
と
を
担
保
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。

３

計
画
に
基
づ
く
生
産
性
向
上
の
目
標
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
見
込
み
の
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

た
だ
し
、
複
数
の
事
業
者
が
連
携
し
て
計
画
を
作
成
す
る
場
合
は
、
各
事
業
者
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
見

込
み
の
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
る
。

一

設
備
を
事
業
の
用
に
供
し
た
年
度
の
翌
年
度
か
ら
三
年
間
の
労
働
生
産
性
の
伸
び
率
の
年
平
均
が
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

と
な
る
こ
と
。

二

設
備
を
事
業
の
用
に
供
し
た
年
度
の
翌
年
度
か
ら
三
年
間
の
投
資
利
益
率
の
年
平
均
が
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
な
る

こ
と
。

４

設
備
が
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号)
第
二
条
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
減
価
償
却
資
産
で
あ
っ
て
、
そ

の
取
得
予
定
価
額
の
合
計
額
が
五
千
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
備
考
）

こ
の
告
示
に
お
け
る
３
の
各
項
目
の
計
算
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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１

労
働
生
産
性
の
計
算
方
法

（営
業

利
益

＋
人

件
費

＋
減

価
償

却
費

）／
労

働
者

数
又
は

（営
業

利
益

＋
人

件
費

＋
減

価
償

却
費

）／

（労
働

者
数

×
１

人
当

た
り

年
間

就
業

時
間

）

２

投
資
利
益
率
の
計
算
方
法

（営
業

利
益

＋
減

価
償

却
費

）の
増

加
額

（設
備

の
取

得
等

を
す

る
年

度
の

翌
年

度
以

降
３

年
度

の
平

均
額

）／
設

備

投
資

額

（設
備

の
取

得
等

を
す

る
年

度
に

お
け

る
そ

の
取

得
等

を
す

る
設

備
の

取
得

価
額

の
合

計
額

）


